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2月 23日三鷹市にて、東京外環道訴訟提訴7周年集

会を開催(2017年 12月提訴 )。 住民の財産権と人格

権 (命、健康、安心・安全な暮らし)を守るために、外環

道事業の中止と大深度地下法の廃止を求めて、さら

に訴訟と運動を進めていくことを集会宣言で確認しま

した。以下は集会の概要です。
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調布陥没事故で50戸以上が移転、街が壊された。

平穏生活権を侵害する大深度法は違憲である。陥没

事故以後も酸欠気泡は漏出し続けている上に、他の

区間の工事でもシールド機損傷などトラブルを繰り

返している。不透明な推定原因、実効性ない対策、未

熟な技術、住民の人権無視の事業者は信用できな

い。住民は大深度法により自衛手段を奪われて不安。

団結して監視活動を強化していこう。

2023年末までJR東海はリエア2027年開業を公言

していたが、2024年は各地で工事が大幅に遅れてい

ることが明らかになつた。外環のようなことは起こさな

いと豪語する足下で、気泡湧出、水源の減渇水、地盤沈

下 t―トンネル崩落等の事故など、市民団体が懸念してい

の と

JR東海の責任、リエア推進のために住民を蔑ろにする

自治体の責任、そして計画のマイナス面を報じないメデ

ィアの責任。このどれか一つでもまつとうに機能してい

24回の行政訴訟口頭弁論

と工事差止仮処分で危険な

事業であることが、誰の目に

も明らかになつた。
・きわめて危険で住民に害を

及ぼす事業 (酸欠空気、陥没、

低周波音など健康被害、家屋被書、立退き強制)。

・環境影響評価の信用性なし。
・際限な<金を喰う事業。 。「公共的価値」の偽装。
・事業者の住民軽視、傲慢・情報隠蔽・無責任体質。

NEXCO中日本が起こした笹子トンネル事故。犠牲者遺

族が「問題を内包したままだと、またどこかで同じ問題

が起きる。私たちは真相究明をもう12年間も訴えてい

るのに」と、上下座をしてまで訴える願いは

中日本に未だに届かないという。

▲7周年集会のYoutube動画 (UPLAN)
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・地中拡幅部 :世界最大級の難工事、工法の危険性、

完了期間めど立たず。
・事業再評価2025年7月

公表予定。
・工事続行を正当化する事

業者委員会の「再発防止対

策」を徹底批判していく。

人権侵害と環境破壊の外環事業は中止、
大深度法は廃止を : 提訴7周年集会開催 (2/23)

講演 I外環・:Jエア計画の現状

支える会ニュース
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準備書面 (61)では、2023年 11月 に東名ジャン

クションHラ ンプエ事で発生したシールドマシン後部

のテールシール (シールドマシン内の大気圧の空間

を確実に密閉遮断し、地下水、土砂の流入を防ぐ重

要な部分)の損傷事故について「再発防止対策が有

効に機能している」という外環 トンネル施工等検討

委の報告がまやかしであること、事業者による損傷

事故の原因究明の不十

小化、総じて隠蔽化体質

を追及しました。

準備書面 (62)では、

芝浦工業大学の稲積真

哉教授の調布市東つつ

じヶ丘地区地盤調査実験にかかる報告書が提出さ

れたので、それに基づき以前実施された周辺地域

の調査結果と比較して今回の調査ではさらにN値
が低下していることがあきらかになったこと、地盤の

緩みがトンネル直上部に限定されているという事業

者側の見解が誤りであること、事業者による「振動

実験」の実験条件が現場の条件と全く異なり科学的

合理性が全くないことなどを明らかにしました。(/)

原告準備書面 (63)は、陥没事故発生現場付近での

地盤改良工事に際して2023年 11月 入間川に気泡が噴

出した事故について、補イ1多工事の対象地のみならずそ

の周辺の地盤がさらに緩む可能性が現実化していると

原告が指摘したことに対し、そのような可能性が現実化

する「科学的機序」が不明だと国が反論したことについ

て再反論をしました。

2018年 6月 に発生した JCT工事ヤード内で地下

出事故とその原

を挙げて国に再反論

するとともに、そもそも

入間川の気泡噴出事故

について「地盤への影響

はない」とする事業者の説明自体が推論に過ぎず、対

策も極めて不十分であることを指摘し、このまま地盤

改良工事を続行することの危険性を再度明らかにし

ました。

第25回弁論4月 22日 (火)14時

東京地裁103号法廷

終了後報告会を予定しています。1発l聴を !

▼調布市情報漏洩等国賠訴訟
口頭弁論5月 19日 (月 )11時
東京地裁立川支部405法廷

◆外環道青梅街道IC取消訴訟
口頭弁論 6月 19日 (本)13130
東京地裁103号法廷

●ストップ・リエア訴訟
4月 24日 (本)13:30第 5回
東京高裁101号法廷

●リエア山梨明かり区間訴訟
5月 28日 (水)131301第 32回
東京高裁511号法廷

●NOl大深度りニア訴訟
6月 2日 (月 )14100 第3回

東京地裁103号法廷

「東京外環道訴訟を支える会」

http://nongalkan,sb10"jp/

問合せinongalkan201 7@galkan,net

ゆうちよ銀行 ○二九店当座 0392387

郵便振替口座 00150-0-392387

年会費1000円 カンパ歓迎

東京地裁高木勝己裁判長は3/27、 2度 目の裁判官忌避申立が最

高裁に特別抗告中にもかかわらず、3度 目の忌避申立を自ら「簡易

却下」して棄却判決を言い渡した。強引な訴訟指揮は公正な裁判を

受ける権利を侵害。裁判所の自殺行為、信用失墜行為 l

民地に酸欠気泡を噴出させた町田市小野路工区では、住民にシール

ド機の位置も知らせず掘進強行。瑞浪市大漱町の地盤沈下は止まら

ず、10cmを超えた。春日井市明知町でも水枯れ被害の訴え。

巖罐鴛轟八鸞書鐵鑢1鶴議事簸へ筵事難爾磯麟議磯亀機、

罐‐1購‐磯鷺爆醸蜆鶴・機麟確醸警棒鑢艤進懇ます饉
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者救出も原因究明も進まず、対応は困難を極めている。未完の外環

道工事よリインフラ老朽化対策が優先されるべきだが、調布陥没地

域は工事現場のまま。地下トンネル事故で日本中に広がる荒廃。

市の 水 す が、犠牲は |によ
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